
 

令和８年４月号（第 222 号） 

（令和８年４月 30 日配信） 

市 民 文 化 局 地 域 安 全 推 進 課 

ご登録ありがとうございます。 

市内における犯罪や交通事故の発生状況

などを定期的に配信しています。 

今後も、皆様の生活に役立つ、防犯対策の 

ポイントや交通安全対策を更新してまいり

ますので、引き続きよろしくお願い致しま

す。 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

オレオレ詐欺
約56%

還付金詐欺
約14%

預貯金詐欺
約13%

架空請求詐欺
約10%

その他
約6%

オレオレ詐欺 ニセ警察官・息子・孫などをかたって現金をだまし取る 

還付金詐欺 還付金手続とだまして、ATM へ誘導し振り込ませる 

預貯金詐欺 キャッシュカードを手渡しで受け取ってだましとる 

架空請求詐欺 ウイルス除去費用など、架空の請求をする 

令和８年３月末現在 (暫定値) 

犯 罪 発 生 状 況 

１．特殊詐欺 

特に、ニセ警察官かたりの詐欺が多発！！ 

● 迷惑電話防止機器 を利用しましょう 
● 国際電話不取扱受付 をしましよう 

【 参考 】令和 7 年中：県内（暫定） 

認知
件数

前年
同期比

増減率
（％）

85 +21 32.8

493 -13 -2.6

被害額

約31億6,700万円

約4億2,800万円市　内

県　内



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

迷惑電話防止機器を 

無償貸与します︕︕ 

市内在住の６５歳以上の皆さま 先着順 

川崎市では、高齢者に対する特殊詐欺被害の未然防止を図るため、迷惑電
話防止機器の無償貸与者を先着順で募集いたします。 

川崎市市民文化局地域安全推進課 地域安全担当 
（川崎市川崎区宮本町 1 番地） 
【電話】０４４−２００−２２８４  

 お問合せ先 

迷惑電話防止機器とは・・・ 
 特殊詐欺を防止するため、固定電話に取り付ける機器です。機器を取り付ける
と、電話機の呼び出し音が鳴る前に、電話をかけてきた人に対して、通話内容を
録音する旨の警告メッセージが自動で流れ、その後の通話内容を録音することが
できます。 

川崎市 迷惑電話 



 
 
 
 
 
 
 
 

「SNS 型投資詐欺」の手口や対策についてはこちら↓ 
SNS 型投資詐欺 | 最新の詐欺 | 警察庁・SOS47 特殊詐欺対策ページ 

https://www.npa.go.jp/bureau/safetylife/sos47/case/sns-romance/investment/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

「SNS 型ロマンス詐欺」の手口や対策についてはこちら↓ 
SNS 型ロマンス詐欺 | 最新の詐欺 | 警察庁・SOS47 特殊詐欺対策ページ 

https://www.npa.go.jp/bureau/safetylife/sos47/case/sns-romance/romance/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

２．SNS 型投資・ロマンス詐欺

令和８年３月末現在 (暫定値) 

認知件数
54市　内 約6億3,400万円

被害額

https://www.npa.go.jp/bureau/safetylife/sos47/case/sns-romance/investment/
https://www.npa.go.jp/bureau/safetylife/sos47/case/sns-romance/romance/


 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

罪種 認知件数 前年同期比 増減率（％） 県）認知件数 県） 前年同期比 県）増減率（％）

車上ねらい 32 -40 -55.6 535 246 85.1

部品ねらい 25 -28 -52.8 351 -8 -2.2

自動車盗 8 -8 -50.0 87 -105 -54.7

自転車盗 486 -24 -4.7 2625 231 9.6

市内 参考：県内

３．刑法犯認知件数 

市内で 前年同期比 増加した 主な犯罪 

市内で 前年同期比 減少した 主な犯罪 

令和８年３月末現在 (暫定値) 

自動車盗盗難等の防止 ～５つの対策～  
１ キーを抜く、ドアをロックする 
２ イモビライザーを選択する 
３ 盗難防止装置を活用する 
４ 駐車場に気をくばる 
５ 車上ねらいに注意する 
・ 車内の見えるところに貴重品や物を置かない 
・ 窓を閉め、ドアロックしたことを確認する 
・ 駐車場には照明設備を備え、夜間も明るくする 
・ 盗難防止装置や警報装置を装着する 

罪種 認知件数 前年同期比 増減率（％） 県）認知件数 県） 前年同期比 県）増減率（％）

ひったくり 9 8 800.0 18 8 80.0

路上強盗 5 4 400.0 15 8 114.3

不同意わいせつ 20 14 233.3 82 12 17.1

不同意性交等 11 7 175.0 47 11 30.6

オートバイ盗 96 46 92.0 673 117 21.0

居空き 3 1 50.0 13 1 8.3

出店荒し 13 4 44.4 46 11 31.4

器物損壊 111 26 30.6 575 55 10.6

置引き 46 9 24.3 219 27 14.1

自動販売機ねらい 6 1 20.0 4 -1 -20.0

空き巣 18 3 20.0 168 -54 -24.3

万引き 249 16 6.9 1775 70 4.1

市内 参考：県内

認知
件数

前年
同期比

増減率
（％）

1,913 +108 6.0

12,194 +1,171 10.6県　内

市　内



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

住宅の無料防犯診断実施中 

自分のおうちは 大丈夫？ 
川崎市の職員「川崎市安心・安全町づくり対策員」が住宅の防

犯診断を無料で実施しています。 

＊ 原則として住宅の外周を診断します。 

            お申し込み・お問い合わせ先        

            川崎市役所 地域安全推進課   

            ＴＥＬ 044－200－2284          

            ＦＡＸ 044－200－3869 

   受付は 月～金曜日(休日を除く)9：00～17：00 

 
〔掲載担当：市民文化局地域安全推進課〕 

空き巣の被害防止 

乗り物の盗難防止 

令和８年３月末時点、川崎市内の 
「自転車盗」は、４８６件（前年同期比 －２４件、 －４．７％） 
「オートバイ盗」は ９６件（前年同期比 ＋４６件、 ＋９２．０％） 
で、二つの罪種の合計（５８２件)は、全体(１，９１３件)の約３０％を占めています。 

～被害防止のポイント～ 

● 短時間の駐輪でも必ず鍵を掛けましょう。 
● ワイヤー錠や U 字ロックなどで二重に鍵を掛けましょう。 
● 自転車・オートバイは、駐輪場など決められた場所に止めましょう。 

空き巣の犯人は、下見を行い、生活パターンを把握

し、留守を狙って侵入します。 
日ごろから、「自分の財産は自分で守る。」といった

防犯意識を持ち、侵入盗防止対策を進めましょう。 



                                         
     
                          
   
                         

※令和８年４月１日現在の概数                                  

 

区  件 数 前年比 死者数 前年比 負傷者数 前年同期比 

川崎区 １５０ ―１６ １ ―２ １７７ ＋１６ 

幸 区 ６５ +１４ ２ ±０ ７４ ―９ 

中原区 １０３ ±０ ０ ±０ １２０ ＋１６ 

高津区 ９７ ―６６ １ ±０ １０７ +６２ 

宮前区 １２４ ＋２９ ２ ＋２ １４４ ＋５ 

多摩区 １１４ ＋４２ ２ +１ １２９ ＋４７ 

麻生区 ８５ ―９ ０ ±０ ９３ ―１６ 

市内合計 ７３８ ―６ ８ +１ ８４４ +９ 

県内合計 ５，２４８ ＋２８４ ４０ ―３ ６，０５９ ＋３１８ 

●川崎市・神奈川県内の交通事故発生状況 

（令和８年３月末） 

【市内の交通事故】 交通事故発生！事故防止にご協力ください！！ 

 令和８年３月末の市内交通事故発生件数は７３８件（前年同期比―６件）、死者数は８人（前

年同期比＋１人）、負傷者数は８４４人（前年同期比+９人）でした。 

また、県内では４０人（前年同期比―３人）の方が亡くなられています。運転者も歩行者も、交

通ルールを守り、交通死亡事故をなくしましょう。 

〇改正道路交通法（青切符制度）の施行について 

 本年４月１日に改正道路交通法が施行され、自転車の交通違反に青切符が適用されました。 

 対象は、１６歳以上の自転車運転者で、適用される違反行為は、いわゆる「ながらスマホ」や

一時不停止を含む１００種類以上の交通違反となります。 

 交通違反・交通事故の当事者とならないよう、交通ルール・マナーを守り、安全運転に努めま

しょう。 

 〇市内の交通事故発生状況について 

昨年中、市内では二輪車が関係する交通死亡事故や、高齢者等の歩行者が関係する交通

死亡事故が多く発生しました。 

また、その他の交通事故の発生状況として、自転車が関係する交通事故や高齢者が関係す

る交通事故が多く発生しました。 

本年におきましても、加害者にも被害者にもならないために、交通ルール・マナーを守り、確

実な安全確認をお願いします。 

  
 



 



 



 



 



 

  

 

 

 

 

  

スマートフォンを見ながら 

● 歩行 
（例） 
人にぶつかり怪我をさせる  

⇒ 過失致死傷の刑事責任や賠償責任を負う可能性があります。 
道路に飛び出してしまう  

⇒ 車両等に跳ねられ、自身が怪我をする可能性があります。 
 
● 自転車を運転 

（例） 
人にぶつかり怪我をさせる 

⇒ 過失致死傷等の刑事責任や賠償責任を負う可能性があります。 
物にぶつかる 

⇒ 物を壊したり、自身が転倒し怪我をする可能性があります。 
スマートフォンを注視している  

⇒ 道路交通法違反（運転中のながらスマホ）になります。 
 
● 自動車、二輪車を運転 

（例） 
人にぶつかり怪我をさせる 
   ⇒ 過失運転致死傷の刑事責任や賠償責任を負う可能性があります。 

  スマートフォンを注視している 
    ⇒ 道路交通法違反（携帯電話使用等）になります。  

 
 

  

 

危険です！ながらスマホ！！ 

 

 

 

 

 

スマートフォンを操作しながら、歩いたり、自転

車を含む車両を運転していませんか？ 

次のような行為は、非常に危険な行為となり、交

通事故を引き起こし、自身が怪我をしたり、他人に

怪我をさせてしまう可能性があります。 

ながらスマホは絶対にやめましょう！！ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

運転免許証の自主返納制度の活用を 

 

運転免許自主返納を応援してください 
 【神奈川県高齢者運転免許自主返納サポート協議会】 

高齢運転者に自主的な運転免許返納を促進し、企業・団体等

の協力のもと、地域ぐるみで高齢運転者の交通事故防止を支援

することを目的としています。サポート協議会に加盟する企

業・団体等は、自主返納者に提供する特典について、交通事故

防止の支援という趣旨に反しない範囲で、御協力をお願いいた

します。 

 

※ 詳しくは、神奈川県警察又は神奈川県高齢者運転免許自主返納サポート協議

会のホームページを御確認ください。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

プロテクターを着装しましょう。 

二輪車死亡事故の負傷部位をみますと、そ

のほとんどが頭部と胸部です。 

頭部はヘルメットで一定の保護はされてい

ますが、胸部は無防備な人が多いのが現状で

す（※画像の二次使用は禁止します。）。 

【 二輪車用プロテクターの一例 

市内（令和７年中）の二輪車乗車中の死者数１２人 

 

 

初心者ライダーの皆さん注意しましょう！ 

 県内では、運転免許を取得して間がない二輪車運転者の交通死亡事故が複数発生してい

ます。スピードの出し過ぎや、ツーリング時に前車に追いつこうと無理な走行等をしないよう、安

全な運転を心がけましょう。 

二輪車による死亡事故・重傷事故の負傷部位をみますと

ほとんどが頭部と胸部です。頭部はヘルメットで一定の保

護はされていますが、胸部は無防備な人が多いのが現状

です。 

プロテクターを装着することで、事故による車両や道路と

の衝撃を和らげてくれるものもあります。車にはエアバック

がついているように、バイクに乗車する方も万が一に備え

た装備を装着しましょう。 

二輪車は見えにくい場所（死角）に入ることがあります！！ 



   

 

 
 
   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

自分がいくら注意していても、交通事故に遭わないという保証は 

ありません。不幸にして交通事故に巻き込まれますと、思いがけな 

い出費や相手方との示談交渉など、いろいろ面倒なことに追われる 

一方で、基礎的な法律知識などがないために、不利な条件で解決を 

強いられることも少なくないようです。 

市では、高津区役所内に交通事故相談所を設置し、専門の相談員 

が交通事故に関する相談に応じています。 

相談は無料です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

● 相談所の所在地 

高津区役所２階 地域振興課内 

● 電話番号 

 ０４４－８６１－３１４１ 

● 相談日・・（専門の相談員が対応） 

月曜日から金曜日までの毎日（祝日を除く） 

● 受付時間 

午前１０時から正午まで 及び 午後１時から午後４時まで 

～ 専門相談員による交通事故相談所のホームページ ～ 

http://www.city.kawasaki.jp/250/page/0000044898.html 

相 談 窓 口 等 

 

≪弁護士による交通事故相談（無料）も実施しています！≫ 

○ 相談所の所在地 
中原区役所４階 地域振興課内 

○ 相談日（予約制） 
毎月第３火曜日（祝日を除く）午後１時から午後４時まで 
（１人２５分以内、６人まで） 

○ 予約方法 
電話予約となります。（サンキューコールかわさき） 
電話 ０４４－２００－３９３９（先着順）  

http://www.city.kawasaki.jp/250/page/0000044898.html


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 神奈川県内の交通死亡事故により２６人の方

が亡くなられました。    （令和８年２月末 概数） 

運転者も歩行者も注意して交通事故を減らしま

しょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

    

 

 

 

運転者は、 

○ 横断歩道は歩行者優先です。 

○ 道路を横断する歩行者がいるかもしれない・・・。緊張感を持った

運転を心がけましょう。 

○ 二輪車が絡む、右直事故の死亡事故が増えています。慌てず、

ゆとりと譲り合いの心をもった運転をしましょう。 

歩行者は、 

○ 無理な横断は絶対にしないようにしましょう。 

○ 横断するときは、手を上げるなどして運転者に対して横断する意

思を明確に伝えるようにしましょう。 

○ 夕方・夜間は、明るい服装や反射材を身に付けましょう。 

○ 周囲への注意が薄れるため、歩きスマホはやめましょう。 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 子どもと保護者、運転者も注意して、交通事

故に注意しましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

子どもの交通事故の傾向 
○ 交通事故に遭う時間帯は午前６時～８時、午後２時～午後６時

が多い！ 

登下校、友達との遊びや習い事など、子どもが一人歩きする機

会が多い時間帯なので注意しましょう。 

○ 交通事故の発生場所は、自宅近くが多い！ 

学校、公園など、自宅付近の交通量が多い場所や見通しの悪い

場所に注意しましょう。 

○ 交通事故の原因は飛び出しが多い！ 

見通しの悪い交差点や、駐車車両・走行中の車両の直前直後の

横断に気を付けましょう。 

 

保護者は子どもに、 
「道路に飛び出さない。」「信号を守ろう。」「横断歩道を渡ろ

う。」 
と呼びかけをお願いします。 
特に、県内では、歩行中の負傷者は小学生が最も多く、小学校１・

２年生は注意が必要です。交通ルールや道路の危険性について日頃か

車両の運転者は、 
「子どもが飛び出してくるかもしれない」と注意してください。 
特に、子どもは交通の危険性の認識が十分でないため、交差点を乱

横断することや、駐車車両・渋滞停止中の車両等の間から飛び出すこ

とがあります。また、子どもは体格的に車両等（電柱、看板等を含

む）に隠れてしまい、運転者の死角に入ることもあります。緊張感を

持った運転の心がけをお願いします。 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

川崎市内において、二輪車が関係する右折直進

事故による死亡事故が発生しています。 

二輪車、車の運転はお互いに気を付けましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二輪車の運転者は 

○ 安全運転を心がけ、すり抜け運転等は危険なのでやめましょう。 

○ 車間距離を開けて、他の車両に隠れないようにしましょう。 

○ ヘルメットはきちんと装着し、反射材、プロテクターも活用しま 

しょう。 

 

車の運転者は 

 ○ 交差点等の右左折時は、慌てずに、確実に安全確認を行いましょ

う。 

 ○ 運転席からは死角となる部分があります。安全確認は複数回行い

ましょう。 

 ○ 二輪車は車と違い小さいため、他の車両で見えにくくなっている

ことがあります。 

特に大型車両等の後続、側方からの二輪車の走行に注意しましょ

う。 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

● 電動アシスト自転車利用者の方へ 



● 前方不注意は交通事故のもと！ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
車両を運転中、少しくらいなら前方から目を離しても大丈夫だと思ってい

ませんか。 

 

 

 

 

 

等の状況に油断し、前方は安全だろうと、または短時間だから大丈夫だろうと過信して、 

 
 
 
 
 
 
 
 等の行為を行った。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

○ 家の近くの道路や、仕事や通勤通学、買い物等で通行し慣れた道路 

○ 交通量が少ない道路 

○ 道路が直線で、幅員も広く見通しが良い道路 

○ 会社や家族からの電話連絡でスマートフォンを操作しようとした     

○ メールの確認でスマートフォンの画面を注視した 

○ 足もとに物を落としたため、探すため覗き込んだ 

○ カーナビの行き先地の設定に気を取られた    

○ 道路脇の風景・看板等に気を取られた      

○ 後部座席同乗者との会話に集中し振り向いた   

 

そ の 結 果 

前方の注意を怠ることに繋がり、 

  ○ 急な飛び出し等の対応が遅れる 

  ○ 信号機、標識等を見落とす 

  ○ 自分が思った通りに車両が進行していない 

ことで大きな交通事故を引き起こしてしまうことがあります。 

例えば、 

・速度４０㎞／ｈで走行中に２秒間に進む距離は約２２メートル、 

・速度３０㎞／ｈで走行中に２秒間に進む距離は約１６メートル、 

車両は進行するとされています。 

当然、速度が上がった場合、または前方から目を離す時間 

が増えた場合、進む距離は更に伸びます。 

 

少しの油断が大きな交通事故につながります。 

車両を運転中は運転に集中しましょう。 

 

 

 



● 飲酒運転根絶！！ 

 

 

アルコールは”少量”でも脳の機能を麻痺させます! 

飲酒運転は、ビールや日本酒などの酒類やアルコールを含む飲食物を摂取

し、アルコール分を体内に保有した状態で運転する行為です。アルコールに

は麻痺(まひ)作用があり、脳の働きを麻痺させます。 

飲酒時には、安全運転に必要な情報処理能力、注 

意力、判断力などが低下している状態になり、具体 

的には、「気が大きくなり速度超過などの危険な運 

転をする」、「車間距離の判断を誤る」、「危険の 

察知が遅れたり、危険を察知してからブレーキペダ 

ルを踏むまでの時間が長くなる」など、飲酒運転は交通事故に結びつく危険

性を高めます。 

また、酒に弱いと言われる人だけではなく、酒に強いと言われる人でも、

低濃度のアルコールで運転操作等に影響を及ぼすとされています。 

飲酒したら絶対に車両等を運転してはいけません！ 

 
身近な人が飲酒運転で事故を起こしたら・・・、身近な人が飲酒運転による交通事故に遭

ったら・・・。車両を運転する人も、その周囲の人も、「飲酒運転は絶対にダメ！」という

強い意思をもち、皆で協力して飲酒運転を根絶しましょう。 

 

飲酒運転を無くすための３つの約束 

 

約束１ お酒を飲んだら運転しない 

        お酒を飲んだら絶対に運転せず、公共

交通機関の利用や運転代行を利用す

る。 

約束２ 運転する人にはお酒を飲ませない 

     運転するおそれがある人にお酒を勧め

たり、飲ませたりしない。 

約束３ お酒を飲んだ人には運転させない 

     飲酒した人には絶対に運転させない。

飲酒運転の車に同乗しない。 

【掲載担当：川崎市 市民文化局 地域安全推進課 交通安全係】 










